
 

○御坊市立学校通学区域 

（１） 通常地域 

学区分 区域 

御坊中学校区 御坊市のうち 薗、島、御坊、名屋及び名屋町の地域 

湯川中学校区 御坊市のうち 湯川町小松原、富安、丸山及び財部並びに荊木の地域 

河南中学校区 御坊市のうち 塩屋町、野口、岩内、熊野及び明神川の地域 

名田中学校区 御坊市のうち 名田町の地域 

御坊小学校区 御坊市のうち 薗、島、御坊、名屋及び名屋町の地域 

湯川小学校区 御坊市のうち 湯川町小松原、富安、丸山及び財部並びに荊木の地域 

藤田小学校区 御坊市のうち 藤田町の地域 

野口小学校区 御坊市のうち 野口、岩内及び熊野の地域 

塩屋小学校区 御坊市のうち 塩屋町及び明神川の地域 

名田小学校区 御坊市のうち 名田町の地域 

幼稚園区 御坊市全地域 

 

（２） 特別地域 

地域 番地 就学校 就学可能校 

湯川町財部 
 

９０番地～３４８番地 
 

４２８番地～４３４番地 
 

４４８番地～７８０番地 
 

８１１番地～８４６番地 
 

８７６番地～９２４番地 
 

９２５番地～９２８番地 
 

９３１番地～９３６番地 
 

１１３４番地２ 
 

 

湯川小学校 

湯川中学校 

 

御坊小学校 

御坊中学校 

藤田町吉田 
 

５９３番地～６５１番地 
 

６６９番地３～６６９番地９ 
 

６７５番地～７０２番地５ 
 

７１３番地～７１７番地１ 
 

７１８番地～７４０番地 
 

７６４番地１ 
 

７６４番地５～７８４番地 

 

 

藤田小学校 
 

湯川小学校 

御坊市日高川町 

中学校組合立 

大成中学校 

湯川中学校 

 

 



１ 特別地域内に居住する児童又は生徒が、当該特別地域に居住することにより就学可能とな

る学校に就学を希望する場合は、教育委員会の承認を受けなければならない。 

２ 前項の規定により、教育委員会の承認を受けて就学している児童の進学する中学校は、当

該児童が就学している小学校の児童が通常進学することとなる中学校とする。 

３ 通常地域及び特別地域による学区の学校に児童生徒を就学させることが困難な特殊な事情

があるときは、保護者は教育委員会の承認を得て学区外の学校に就学させることができる。 

 


